
日

，
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官
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4

公
示
送
達
関
係

和

裁

判

所

令

破

産

、

免

責

、

再

生

関

係

特
殊
法
人
等

税
理
士
登
録
者
・
証
票
無
効
・
登
録
抹
消

関
係

金曜日 官 報 （号外第 179号）

諸

事

項

〔
公

告
〕

0
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第

六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定

め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
総
務
五
五
）

0
下
水
道
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
国
土
交
通
六
二
）

0
国
際
連
合
安
全
保
随
理
事
会
決
議
に
基
づ

く
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
リ

ビ
ア
の
カ
ダ
フ
ィ
革
命
指
導
者
及
び
そ
の

関
係
者
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
外
務
二
九
九
）

〔
告

ホ〕

〔

省

令

〕

1111 

―――九

（号外 ）
独立行政法人国立印刷局

写 九 八 六

地
方
公
共
団
体

公
示
送
達
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第

三

種

就

便

物

認

可

゜

g
- A

 

（
法
別
表
第
二
の
稔
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
二
条
[
略
]

[
2
5
1
6

略
]

17

法
別
表
第
二
の
五
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

T
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七

号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十

五
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

コ
水
道
法
第
二
十
五
条
の
七
の
届
出
の
受
理
又

は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

18

法
別
表
第
二
の
五
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
十

略

]

19

法
別
表
第
二
の
五
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
四

略

]

2
0
法
別
表
第
二
の
五
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
十
五
略
]

21

法
別
表
第
二
の
五
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
六

略

]

改

正

後

1111111 

省

゜

（
法
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
二
条
[
同
上
]

[
2
5
1
6

同
上
]

[
新
設
]

17

法
別
表
第
二
の
五
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
！
十
同
上
]

18

法
別
表
第
二
の
五
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
四
同
上
]

19

法
別
表
第
二
の
五
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
十

五

同

占

2
0
法
別
表
第
二
の
五
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
！
六
同
上
]

改

正

前

0
総
務
省
令
第
五
十
五
号

g-
―
―
地
城
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

―
―
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．

令

和

四

年

八

月

十

九

日

総

務

大

臣

寺

田

稔

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務

省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
憫
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
憫
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

令

LLLLLLL 
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2
2
法
別
表
第
二
の
五
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
五

略

]

2
3
法
別
表
第
二
の
五
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
略
]

24

法
別
表
第
二
の
五
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
＇
二
略
]

25

法
別
表
第
二
の
五
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
三

略

]

2
6
法
別
表
第
二
の
五
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
九

略

]

2
7
法
別
表
第
二
の
五
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
八

略

]

2
8
法
別
表
第
二
の
五
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十

項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理

又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と

す
る
．

2
9
法
別
表
第
二
の
五
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
七

略

]

3
0
法
別
表
第
二
の
五
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
五

略

]

31

法
別
表
第
二
の
五
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
八

略

]

3
2
法
別
表
第
二
の
五
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
七

略

]

3
3
法
別
表
第
二
の
五
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[-s六
略

]

3
4
法
別
表
第
二
の
五
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
三

略

]

2
1
法
別
表
第
二
の
五
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
五

同

占

2
2
法
別
表
第
二
の
五
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
＇
二
同
上
]

2
3
法
別
表
第
二
の
五
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
・
二
同
上
]

24

法
別
表
第
二
の
五
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
三
同
上
]

25

法
別
表
第
二
の
五
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
九
同
上
]

2
6
法
別
表
第
二
の
五
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
八
同
上
]

2
7
法
別
表
第
二
の
五
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十

項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理

又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と

す
る
．

2
8
法
別
表
第
二
の
五
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
！
七
同
占

2
9
法
別
表
第
二
の
五
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
！
五
同
上
]

3
0
法
別
表
第
二
の
五
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[-s八
同

占

31

法
別
表
第
二
の
五
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
！
七
同
上
]

3
2
法
別
表
第
二
の
五
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
！
六
・
同
上
]

3
3
法
別
表
第
二
の
五
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
！
三
同
上
]

3
5
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
ニ
[
略
]

三
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
海
濯

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
次
条
第
三

十
二
項
第
八
号
、
第
四
条
第
三
十
四
項
第
三
号

及
び
第
五
条
第
三
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て

「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
の
届
出
の
受
理
、

そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

四

[

賂

]

3
6
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
七

略

]

.
3
7
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
六

略

]

3
8
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
1
六

略

]

3
9
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
略
]

4
0
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
十

三

略

]

4
1
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
八

略

]

4
2
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
八

略

]

4
3
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
四

略

]

44

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
平
成
二
十
五
年

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

3
4
法
別
表
第
二
の
五
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

・

ニ

同

上

]

三
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
陣
庫

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
次
条
第
三

十
一
項
第
八
号
、
第
四
条
第
三
十
三
項
第
三
号

及
び
第
五
条
第
三
十
項
第
八
号
に
お
い
て
「
昭

和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関

す
る
法
律
第
三
十
五
条
の
届
出
の
受
理
、
そ
の

届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

届
出
に
対
す
る
応
答

四
[
同
上
]

3
5
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
七
同
上
]

3
6
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
六
同
上
]

3
7
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
六
同
上
]

3
8
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
・
二
同
上
]

3
9
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
十
三
同
上
]

4
0
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
i
八
同
上
]

4
1
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
1
八
同
上
]

4
2
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
S
四
同
上
]

4
3
法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
平
成
二
十
五
年

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
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規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条

第
十
項
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又

は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
番
査
と
す

る。
45

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
．
二
略
]

46

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
略
]

47

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
要
に
対
す
る
特

別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給

の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る．
48

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る。
49

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
要
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付

金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応

答
と
す
る
。

50

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る．
5
1
[略
]

5
2
[略
]

5
3
[略
]

54

法
別
表
第
二
の
七
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
指
定
を
受
け

た
地
籍
調
査
又
は
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
の
地

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条

第
十
項
の
間
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又

は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す

る。
44

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
同
上
]

45

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
同
上
]

46

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
絵
付
金
の
支
給

の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る。
47

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支

絵
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る。
48

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付

金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応

答
と
す
る
。

49

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る。
5
0
[同
上
]

5
1
[
同
上
]

5
2
[
同
上
]

[
新
設
]

籍
調
査
に
関
す
る
耶
務
に
係
る
土
地
の
所
有
者
そ

の
他
の
利
害
関
係
人
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
代

理
人
又
は
土
地
の
占
有
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏

名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す

る。
1
5
5
[略
]

56

法
別
表
第
二
の
八
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

-
1
六
[
略
]

七
住
宅
地
区
改
良
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
営

住
宅
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年

法
律
第
五
十
五
号
。
次
条
第
六
十
二
項
第
七
号
、

第
四
条
第
五
十
五
項
第
七
号
及
び
第
五
条
第
六

十
二
項
第
七
号
に
お
い
て
「
平
成
八
年
改
正
法
l

と
い
う
．
）
に
よ
る
改
正
前
の
公
営
住
宅
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
公
営
住
宅
法
」
と
い

う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
（
旧
公
営
住
宅
法
第
二

十
一
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
家
賃
若
し
く
は
割
増
貸
料
の
減
免

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

八
1

+

[
略
]

5
7
[略
]

5
8
[略
]

59

法
別
表
第
二
の
九
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

第
九
条
第
一
項
の
調
査
に
関
す
る
事
務
の
対
象
と

な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所

の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

6
0
[略
]

6
1
[略
]

（
法
別
表
第
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
三
条
[
略
]

[
2
1
1
9

略
]

20

法
別
表
第
三
の
六
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

一
水
道
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第

二
十
五
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

二
水
道
法
第
二
十
五
条
の
七
の
届
出
の
受
理
又

は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

5
3
[同
上
]

54

法
別
表
第
二
の
八
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

-
i
六

同

上

]

七
住
宅
地
区
改
良
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
営

住
宅
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年

法
律
第
五
十
五
号
。
次
条
第
六
十
項
第
七
号
、

第
四
条
第
五
十
三
項
第
七
号
及
び
第
五
条
第
六

十
項
第
七
号
に
お
い
て
「
平
成
八
年
改
正
法
j

と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
公
営
住
宅
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
公
営
住
宅
法
」
と
い

う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
（
旧
公
営
住
宅
法
第
二

十
一
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
家
賃
若
し
く
は
割
増
賃
料
の
減
免

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

八
i
十

祠

上

]

5
5
[同
上
]

5
6
[同
上
]

[
新
設
]

5
7
[
同
占

5
8
[同
上
]

（
法
別
表
第
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
三
条
[
同
上
]

[
2
i
1
9

同
上
]

[
新
設
]
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21

法
別
表
第
三
の
六
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
略
]

四，
5
9
1
[略
]

60

法
別
表
第
三
の
二
十
二
の
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
国
土
調
査
法
第
五
条
第
四
項

の
指
定
を
受
け
た
地
籍
調
査
又
は
同
法
第
六
条
の

四
第
＿
項
の
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
務
に
係
る
土

地
の
所
有
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
若
し
く
は
こ

れ
ら
の
者
の
代
理
人
又
は
土
地
の
占
有
者
の
生
存

の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実

の
確
認
と
す
る
。

6
1
i
6
9
[略
]

（
法
別
表
第
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
四
条
[
略
]

[
2
i
1
5

略
]

16

法
別
表
第
四
の
四
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

T
水
道
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第

二
十
五
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
．
）
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

二
水
道
法
第
二
十
五
条
の
七
の
届
出
の
受
理
又

は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

17

法
別
表
第
四
の
四
の
三
の
項
の
結
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
十

略

]

18

法
別
表
第
四
の
四
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
四

略

]

19

法
別
表
第
四
の
四
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
十
五
略
]

20

法
別
表
第
四
の
四
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
六

略

]

21

法
別
表
第
四
の
四
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
五

略

]

22

法
別
表
第
四
の
四
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
略
]

20

法
別
表
第
三
の
六
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
―
・
ニ
同
上
]

2
1
S
5
8
[同
占

[
新
設
]

591i671[同
占

（
法
別
表
第
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
四
条
[
同
上
]

[
2
i
1
5

同
上
]

[
新
設
]

16

法
別
表
第
四
の
四
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
十

同

占

17

法
別
表
第
四
の
四
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
四
同
上
]

18

法
別
表
第
四
の
四
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
十
五
同
上
]

19

法
別
表
第
四
の
四
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
六
同
上
]

20

法
別
表
第
四
の
四
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
五

同

占

21

法
別
表
第
四
の
四
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
同
上
]

23

法
別
表
第
四
の
四
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
，

[
-
．
二
略
]

24

法
別
表
第
四
の
四
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
，

[
-
1
三

略

]

25

法
別
表
第
四
の
四
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
九

略

]

26

法
別
表
第
四
の
四
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
，

[
-
1
八

略

]

27

法
別
表
第
四
の
四
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十

項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理

又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と

す
る
。

28

法
別
表
第
四
の
四
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
七

略

]

29

法
別
表
第
四
の
四
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
五

略

]

30

法
別
表
第
四
の
四
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
八

略

]

31

法
別
表
第
四
の
四
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
七

略

]

32

法
別
表
第
四
の
四
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
六

略

]

33

法
別
表
第
四
の
四
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
三

略

]

34

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
，

[
-
1
四

略

]

35

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
七

略

]

22

法
別
表
第
四
の
四
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
同
上
]

23

法
別
表
第
四
の
四
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
三

同

占

24

法
別
表
第
四
の
四
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
九

同

上

]

25

法
別
表
第
四
の
四
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
八

同

占

26

法
別
表
第
四
の
四
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十

項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理

又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と

す
る
．

27

法
別
表
第
四
の
四
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
1
七
同
上
]

28

法
別
表
第
四
の
四
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
1
五

同

占

29

法
別
表
第
四
の
四
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
1
八
同
上
]

30

法
別
表
第
四
の
四
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
七
同
上
]

31

法
別
表
第
四
の
四
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
六
同
上
]

32

法
別
表
第
四
の
四
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
三

同

占

33

法
別
表
第
四
の
四
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
四
同
上
]

34

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
1
七
同
上
]
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36

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[-s六
略

]

37

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
六

略

]

38

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
四
の
項
の
稔
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
＿
・
ニ
略
]

39

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
十
三
略
]

40

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
i
八

略

]

41

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
！
八
略
]

42

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
四

略

]

43

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
平
成
二
十
五
年

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条

第
十
項
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又

は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す

る。
44

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
略
]

45

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
―
・
ニ
略
]

46

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
絵

の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る。

35

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
六
同
上
]

36

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
六
同
上
]

37

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
．
二
同
上
]

38

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
十
三
同
上
]

39

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
！
八
同
上
]

40

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
i
八
同
上
]

41

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
．

[
-
i
四
同
上
]

42

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
平
成
二
十
五
年

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条

第
十
項
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又

は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す

る．
43

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
同
上
]

44

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
同
占

45

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給

の
請
求
の
受
理
｀
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る。

47

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る。
48

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付

金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応

答
と
す
る
。

49

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
五
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る。
5
0
[略
]

5
1
[略
]

5
2
[略
]

53

法
別
表
第
四
の
六
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
、
国
土
調
査
法
第
六
条
第
三
項
の
指

定
を
受
け
た
地
籍
調
査
又
は
同
法
第
六
条
の
四
第

一
項
の
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
務
に
係
る
土
地
の

所
有
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
若
し
く
は
こ
れ
ら

の
者
の
代
理
人
又
は
土
地
の
占
有
者
の
生
存
の
事

実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確

認
と
す
る
。

5
4
i
5
7
[略
]

58

法
別
表
第
四
の
八
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
務
は
｀
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
樅
法
第
九
条
第
一
項
の
調
査
に
関
す
る
事
務

の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し

く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

5
9
[略
]

6
0
[略
]

（
法
別
表
第
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
五
条
[
略
]

[
2ー

18

略
]

5
2
1
5
5
[
同
上
]

[
新
設
]

46

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る。
47

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付

金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応

答
と
す
る
．

48

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支

給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す

る。
4
9
[同
上
]

5
0
[
同
上
]

5
1
[同
上
]

[
新
設
]

5
6
[
同
上
]

5
7
[
同
上
]

（
法
別
表
第
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
五
条
[
同
上
]

[
2
i
1
8

同
上
]
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19

法
別
表
第
五
第
七
号
の
三
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
水
道
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第

二
十
五
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
．
）
の
申
請
の
受
理
又
は
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

二
水
道
法
第
二
十
五
条
の
七
の
届
出
の
受
理
又

は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

20

法
別
表
第
五
第
七
号
の
四
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
-
．
二
略
]

2
1
1
5
9
[略
]

60

法
別
表
第
五
第
二
十
七
号
の
二
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
務
は
、
国
土
調
査
法
第
五
条
第
四
項
の

指
定
を
受
け
た
地
籍
調
査
又
は
同
法
第
六
条
の
四

第
一
項
の
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
務
に
係
る
土
地

の
所
有
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
者
の
代
理
人
又
は
土
地
の
占
有
者
の
生
存
の

事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の

確
認
と
す
る
。

6
1
1
6
9
[略
]

5
9
i
6
7
[
同
上
]

19

法
別
表
第
五
第
七
号
の
三
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

[
―
・
ニ
同
上
]

2
0
S
5
8
[
同
上
]

[
新
設
]

備
考
表
中
の
[
]
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
八
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

0
国
土
交
通
省
令
第
六
十
二
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
施
行
及
び
下
水
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
二
百
四
十

八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
の
二
第
十
項
（
同
条
第
十

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
水
道
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
．

令

和

四

年

八

月

十

九

日

国

土

交

通

大

臣

斉

藤

鉄

夫

下
水
道
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

下
水
道
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

[
新
設
]

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
事

項
を
別
記
様
式
第
一
の
計
画
嘗
に
よ
り
明
ら
か
に

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
流
城
別
下
水
遊
整
備
総
合
計
画
の
作
成
方
法
）

第
一
条
の
二
法
第
二
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
十

コ
割
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
．
）
の
規
定

に
よ
る
流
城
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
作
成

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る。-
1
五
（
略
）

（
流
城
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
届
出
）

第
二
条
都
府
県
は
、
法
第
二
条
の
二
第
十
項
（
同

条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
流
城
別
下

水
道
整
備
総
合
計
画
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
届
出
書
に
流
城
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
を

記
載
し
た
書
類
（
流
城
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画

の
変
更
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
変

更
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
）
並
び
に
流
城

別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
必
要
な
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
（
流
域

別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
変
更
を
届
け
出
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
記
載
し
た
書
類
及
び
予
定
処
理
区
（
流
城

別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
終
末
処
理
場
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
下
水
を
排
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
城
を

い
う
。
）
を
表
示
し
た
図
面
を
添
付
し
、
こ
れ
を
国

土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
1
九
（
略
）

2

都
府
県
は
、
法
第
二
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に

よ
り
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ

た
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
を
届
け
出
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
書
類
（
流
城
別
下
水
道
整
備
総
合
計

画
の
変
更
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の

変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
．

-
．
二
（
略
）

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
事
項

を
別
記
様
式
第
一
の
計
画
書
に
よ
り
明
ら
か
に
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
流
城
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
作
成
方
法
）

第
一
条
の
二
法
第
二
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
九

別
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
流
城
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
作
成
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

-
1
五
（
略
）

（
流
城
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
協
議
の
申

即）
第
二
条
都
府
県
は
、
法
第
二
条
の
二
第
七
項
（
同

条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
．
次

項
に
お
い
て
同
じ
．
）
の
規
定
に
よ
り
流
城
別
下
水

道
整
備
総
合
計
画
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
申
出
書
に
流
城
別
下
水
道
整
備
総
合
計

画
を
記
載
し
た
書
類
（
流
城
別
下
水
道
整
備
総
合

計
画
の
変
更
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
そ
の
変
更
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
）

並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
（
流
城
別
下
水
道
整
備

総
合
計
画
の
変
更
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
記

載
し
た
書
類
及
び
予
定
処
理
区
（
流
城
別
下
水
道

整
備
総
合
計
画
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
終
末
処

理
場
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
下
水
を
排
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
城
を
い
う
。
）
を

表
示
し
た
図
面
を
添
付
し
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
1
九
（
略
）

2

都
府
県
は
、
法
第
二
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ

た
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
協
議
を
申
し

出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
｀
次
に
掲
げ
る
書
類
（
流
城
別
下
水
道
整
備

総
合
計
画
の
変
更
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
．
）
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
ニ
（
略
）


